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◆通常国会に法案提出 

 現在開会中の通常国会に、「雇用保険法

等の一部を改正する法律案」が提出されま

した。企業に影響のある改正を中心にみて

いきます。 

 

◆４月より雇用保険料率の時限的引下げ 

 平成29年度から平成31年度までの各

年度における雇用保険料率が、時限的に引

き下げられます。平成 29 年 4 月 1日の

施行予定です。 

 

 

 

 

 

 

◆育児休業に係る制度の見直し 

 現在の育児休業は原則 1 歳までで、保

育所に入れない場合等に限り 1 歳 6カ月

まで延長が認められていますが、改正によ

り、さらに 6 カ月（2 歳まで）再延長で

きるようになります。また、それに合わせ

て育児休業給付の支給期間も延長となり

ます。育児・介護休業法、雇用保険法に関

わる改正で、平成 29 年 10 月 1 日の施

行予定です。 

◆職業紹介機能強化・求人情報適正化 

① ハローワークや職業紹介事業者等の

すべての求人を対象に、一定の労働関係

法令違反を繰り返すブラック企業の求

人は受理されなくなります。 

  現在は、ハローワークにおける新卒者

向け求人のみが対象となっていますが、

改正が行われれば中途やパートなどす

べての求人が対象となります。 

② 会社が虚偽の求人申込を行った場合、

罰則の対象となります。 

③ 採用時の条件があらかじめ示した条

件と異なる場合等には、その内容を求職

者に明示することが会社に義務付けら

れます。 

 いずれも職業安定法に関わる改正で、①

は公布から 3 年以内、②、③は平成 30

年 1 月の施行予定です。 

 

◆その他の事項 

 その他、失業等給付の拡充として、「給

付日数の延長」や「雇止めされた有期雇用

労働者の所定給付日数の延長」、「専門実践

教育訓練給付の給付率の引上げ」等が予定

されています。  

201７年 
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労働者負担分 事業主負担分 計

一般の事業 3/1000 6/1000 9/1000

建設の事業 4/1000 8/1000 12/1000

平成２９年度の雇用保険料率

（４月１日より＝国会で成立した場合）
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◆雇用保険の条件付給付 

 雇用保険において、解雇の争いがあるときや、

傷病などで受給期間延長が行えそうな場合、返

済することを条件に失業給付が行われることが

あります。これを条件付給付（仮給付）といい

ます（昭 53.9.22 雇保発第 32 号参照） 

 

◆退職者の傷病手当金 

 健康保険の傷病手当金は、連続する３日間を

含み４日以上仕事に就けなかったことが条件で

す。有給・無給問わず、会社を休んでいること

が必要で、連続する３日間は休日も含めます。 

 退職の際、傷病手当金を受給しているときは、

退職後も継続するので容易に支給されます。 

 しかし、傷病に関し年次有給休暇を取得して

退職した場合などは、初回の傷病手当金支給は、

申請から３か月～４か月後になることも珍しく

ありません。さらに、業務上疾病の場合は、そ

の判定は少なくとも６か月はかかります。 

 一方、雇用保険の傷病による受給期間延長措

置の申請は、「３０日以上働くことができなくな

った日の翌日から３０日以内」とされています。 

 退職者はハローワークで場合によっては条件

付給付を受けることになります。 

 

◆「昭 29.3.4保文発第 2864号」の問題点 

 ところが、傷病手当金に関する厚生労働省通

達「昭 29.3.4 保文発第 2864 号」は以下の文

になっています。 

 「失業給付を離職後５ヶ月間受給したことは

労働の意思及び能力があったという認定が職安

でなされたのであって、労務不能を支給要件と

する手当金の支給は受けられぬ。また、失業保

険では、疾病又は負傷のための労務不能は、そ

の期間が継続して 15 日未満のときは一時的な

労働力の喪失としてこれを例外として取り扱っ

ているので、一時的労務不能と職安が認定して

失業給付を支給したものであれば、離職前から

現在まで療養のため労務不能でかつ療養の給付

を引き続き受けている旨証明して、失業保険金

を返納し、改めて傷病手当金の支給を申請しな

ければならない。」 

 この通達は、失業保険金を返納しての傷病手

当金の支給を認めながらも、①失業給付の受給

を「継続した 15 日未満の傷病」に限定し、②

雇用保険において条件付給付があることを無視

し、③失業給付を受給したことをもって「労務

不能を支給要件とする手当金の支給は受けられ

ぬ。」と決めつけていることです。 

 

◆通達は廃棄して１０年以上経過 

 厚労省通達「昭 29.3.4 保文発第 2864 号」

は、廃棄して１０年以上経過しているとされて

います（厚生労働省発保 0411第 1号平成28.4.18）。 

 しかし、この通達を「失業給付を受けようと

したときは傷病手当金を受けらぬ」と曲解して

運用していた健保組合があり、見直しを行った

通達が望まれます。
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◆1 月 20 日に公表 

 労働時間削減は多くの企業において喫緊

の課題となっており、政府の「働き方改革

実現会議」でも長時間労働の是正について

様々な議論がなされています。 

 昨年 12 月には厚生労働省から『「過労死

等ゼロ」緊急対策』が公表され、“違法な長

時間労働を許さない取組の強化策”として

以下の項目が挙げられていました。 

① 新ガイドラインによる労働時間の適正

把握の徹底 

② 長時間労働等に係る企業本社に対する

指導 

③ 是正指導段階での企業名公表制度の強

化 

④ ３６協定未締結事業場に対する監督指

導の徹底 

 このうち上記①に対応するものとして、

厚生労働省から 1 月 20 日に「労働時間の

適正な把握のために使用者が講ずべき措置

に関するガイドライン」が策定・公表され

ました。 

 

◆本ガイドラインの位置付け 

 従来、事業場における労働時間の管理方

法については、平成 13 年に発出された通

達「労働時間の適正な把握のために使用者

が講ずべき措置に関する基準」が 1 つの目

安となっていましたが、今回のガイドライ

ンはこの通達を修正するかたちで策定され

ました。 

 

◆本ガイドラインで注目すべき点 

 従来の通達と今回のガイドラインを比較

してみると、「労働時間の考え方」という項

目が新たに追加されました。 

 この項目では、労働時間とは「使用者の

指揮命令下に置かれている時間のこと」で

あり、使用者の明示または黙示の指示によ

り労働者が業務に従事する時間は「労働時

間に当たる」とされ、業務の準備や後始末

の時間、手待時間、研修等の時間であって

も労働時間に該当する例も示されています。 

 

◆時間外「自己申告制」に厳しい制限 

 また、「使用者が講ずべき措置」の内容が

従来の通達よりもかなり具体的に示されま

した。 

 特に自己申告制により始業・就業時間の

確認等を行う場合の措置について、労働時

間の管理者に対して「本ガイドラインに従

い講ずべき措置について十分な説明を行う

こと」を使用者に求めており、労働者の自

己申告により把握した時間と PCの使用時

間の記録等により判明した時間に“著しい

乖離”が生じている場合には実態調査を行

って労働時間を補正すること等を求めてい

ます。 

 

◆その他の注意点 

 その他、「三六協定の延長」や「賃金台帳

の調製」についての注意点も記載されてい

ます。 

 本ガイドラインに一度目を通しておき、

今後の労働時間管理に活用することをお勧

めいたします。 
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●2015 年の年休取得日数は 8.8 日 

 厚生労働省は、2016年「就労条件総合調査」

結果を公表した。2015年１年間の年次有給休

暇の取得日数は 8.8日（前年 8.8日）で、取得

率は 48.7％（同 47.6％）。企業規模別にみると、

「1,000人以上」の 54.7％（同 52.2％）から、

「30～99人」の 43.7％（同 43.2％）まで順次

減少。調査対象は常用労働者 30人以上の民営

企業 6,310企業で、有効回答は 4,520企業。（2

月 28日） 

 

●「セクハラ・パワハラ等」に関する相談最多 

 連合はこのほど、「なんでも労働相談ダイヤ

ル」2017年１月分集計結果を発表した。受付

件数は 778件で、前年同月比 207件減。主な相

談内容は、「セクハラ・パワハラ・嫌がらせ」

12.7％、「解雇・退職強要・契約打切」9.6％、

「退職金・退職手続」7.1％。 

 

●トヨタ関連社員死亡、基準満たさず労災認定 

 トヨタ自動車関連会社社員の男性＝当時（37）

＝が死亡したのは過重な時間外労働が原因だ

として、妻（39）が国を相手に労災不認定処分

の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が名古

屋高裁であった。藤山雅行裁判長は「業務との

因果関係は、労災認定基準を満たさずとも認め

られる」と述べ、「死亡前１カ月の時間外労働

は少なくとも 85時間と過重で、睡眠時間が減

少し心停止に至った」と指摘した。労災認定で

は、発症前１カ月の時間外労働が 100時間を超

えることが一つの基準となっている。請求を棄

却した一審名古屋地裁判決と半田労基署の不

認定処分をそれぞれ取り消した。（2月 23日） 

 

●５年ぶりに実質賃金が増加 

 厚生労働省が平成 28年の「毎月勤労統計調

査（確報値）」の結果を発表し、実質賃金が前

年より 0.7％増加し、５年ぶりにプラスに転じ

たことがわかった。名目賃金にあたる現金給与

総額は 0.5％増加し、３年連続の増加となった。

（2月 22日） 

●「転勤は従業員に配慮を」厚労省研究会が案 

 厚生労働省の研究会は、転勤する社員への配

慮を企業に求める報告書の案（たたき台）を公

表した。あらかじめ転勤の時期や頻度の目安を

従業員に明示することにより、従業員が生活設

計の長期的な見通しを持てるようにする。今年

度中に報告書をまとめる方針。（2月 22日） 

 

●正社員不足企業 43.9％、10 年で最高 

 帝国データバンクが発表した調査結果によ

ると、正社員が「不足」している企業は 43.9％

で、2016年７月調査から 6.0ポイント増。業種

別では「放送」73.3％、「情報サービス」65.6％、

「メンテナンス・警備・検査」62.9％など。ま

た非正社員が「不足」は 29.5％で、前回調査か

ら 4.6ポイント増。業種別では「飲食店」80.5％、

「娯楽サービス」64.8％など。有効回答企業数

１万 195社。（2月 21日） 

 

●評価制度の仕組み「公開」企業は 85.0％ 

 産労総合研究所は、「2016年評価制度の運用

に関する調査」結果を発表した。「評価制度が

ある」が 95.0％、「制度はないが実態としてあ

る」は 3.9％。評価制度の仕組み等を従業員に

「公開している」企業は 85.0％。公開内容は、

「評価期間」98.6％、「評価項目」95.8％、「評

価者」88.0％、「評価項目のウエイト」76.8％、

「評価結果」65.5％など。（2月 16日） 

 

●公共工事の労務単価を 3.4％引上げ 

 国土交通省は、公共工事設計労務単価（国や

自治体が公共工事を発注する際に使う労務単

価）について、人手不足による賃金の上昇傾向

を反映し、全国全職種平均で対前年度比 3.4％

（東日本大震災の被災３県は平均 3.3％）引き

上げると発表した。１日８時間労働で1万8,078

円となり、平成 11年以来の高い水準。3月 1

日以降に契約する工事から適用される。（2月

10日） 

 


